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詳しい公益法人制度の内容や申請手続については

をご覧ください

内閣府

■ P.２
令和元年度「ラウンドテーブル」

■ P.３
公益認定申請サポートに関する情報・法人運営相談等について



令和元年度「ラウンドテーブル」

当日詳細は「公益法人information」に掲載していますので、どうぞご覧ください。

https://www.koeki-info.go.jp/commission/roundtest.html

内閣府公益認定等委員会では、審査、監督に並ぶ第三の重要な柱として、公益認定等委員会委員と公益法人
等の関係者が、国民・市民のための公益の増進の在り方を共に考え続け、その成果を広く発信する「法人との
対話」を行っています。

この一環として、同委員会の委員と公益法人関係者が意見交換を行う「ラウンドテーブル」を３月２日（月）
に開催しました。その様子の一部をお伝えします。

ご参加いただいた法人の皆様に改めて感謝申し上げます。

【出席者】
＜公益法人関係者＞
菅野 孝一 公益財団法人交通遺児等育成基金 専務理事
楠木 重範 公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金 理事長
土肥 寿員 公益財団法人交通遺児育英会 専務理事・事務局長
冨永 保人 公益財団法人三菱ＵＦＪ信託奨学財団 常務理事・事務局長

＜公益認定等委員会＞
佐久間 総一郎 委員長
小森 幹夫 委員長代理
安藤 まこと 委員
今泉 邦子 委員
黒田 かをり 委員
小林 敬子 委員
佐藤 彰紘 委員

２

奨学金事業は単に経済的な支援を行うだ
けではなく、人と人との出会いを大切にす
ることをモットーにしている。制度が変化
していく中で、制度ではカバーされないと
ころをどう救っていくかというときに、当
財団の奨学金を活用していただくというの
も１つあると考えている。今後も大学の奨
学金担当者と意見交換しながら、法人の立
ち位置を見定めていきたい。

奨学金事業の仕組みとして、貸与型は中
立的ですばらしいと思っているが、現在は
格差の時代になってきており、困っている
人たちに対しては給付型も必要があると考
えている。

小児がん患者の家族も滞在でき
る療養施設を運営しており、ピア
サポートの場としても、小児がん
を経験した後も後遺症等で悩んで
いる方や、お子さんを亡くされた
御遺族が集まることのできるイベ
ントの開催を行っている。

奨学生と保護者が集まるイベント
を開催している。交通費・宿泊費を
法人が負担することで参加しやすく
しており、似た境遇にある人同士で
普段話せない悩みや気持ちを話すこ
とができると喜ばれている。

常勤の役職員５名というこぢん
まりとした体制なので、単独でケ
アのイベントを開催することは難
しいが、全国に支所を持つ関係団
体と連携し、そこが定期的に行っ
ている意見交換会やバスツアーな
どのイベントを支援させていただ
いている。

＜テーマ＞
子ども・学生等への支援



・

公益認定申請サポート・法人運営相談等について

公益認定の申請や公益法人の運営を支援するため、内閣府では、各種のサポートを無料で提供してい

ます。公益認定申請を予定されている法人、法人運営についてのご相談は、以下のサポートをご活用く

ださい。

■ 公 益 認 定 申 請 ・ 法 人 運 営 に 関 す る 内 閣 府 相 談 窓 口

これから公益認定の申請に着手される法人を対象

に1回45分の窓口相談を実施しています。３月末か

ら４月上旬にかけて、５月分の予約を受け付けます。

窓 口 相 談 《 要 事 前 申 込 》

電話 ０ ３ － ５ ４ ０ ３ － ９ ５ ２ ６

FAX ０ ３ － ５ ４ ０ ３ － ０ ２ ３ １

メ ー ル s o d a n - j u r i . h 7 a @ c a o . g o . j p

公益認定の申請や公益法人の運営に関

し、専門相談員による電話相談を実施し

ています。

電話 ０ ３ － ５ ４ ０ ３ － ９ ６ ６ ９

時間 平 日 1 0 時 ～ 1 6 時 4 5 分

電 話 相 談

本 誌 情 報 の 申 込 み ・ 応 募 方 法 な ど の 詳 細 は 、 こ ち ら へ

掲載のご希望がありましたら、
下記の連絡先までお問い合わせく
ださい。

活 動 紹 介 を 希 望 す る
公益法人を募集しています

https://www.koeki-info.go.jp/

■ 国 ・ 都 道 府 県 公 式 公 益 法 人 行 政 総 合 情 報 サ イ ト
「公益法人information」（https://www.koeki-info.go.jp/）について

３

本 誌 に つ い て の 問 い 合 せ 先
内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 事 務 局 広 報 係

本誌の掲載内容を引用される際は、必ず内閣府の出典を明示し、原典の引用をお願いいたします。

電話 ０ ３ － ５ ４ ０ ３ － ９ ５ ５ ５

公益法人制度に関する各種情報を掲載しています。個別の公益法人の検索もできます。

トップページ➡「公益法人とは」➡「公益法人等の検索」

Facebook,Twitter,メールマガ
ジンでも、公益法人に関する情
報発信を行っています。

公益informationトップページ➡「窓口相談」
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